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※振興会で実施の概要は以下の通りです。詳細が決定次第、「いんふぉめーしょん」等対象事業場に筒書で
ご案内いたします。

1．研修概要
　①四輪車　・オートマチック・トランスミッションの構造・機能及び故障診断・新機構・新装置
　②二輪車　・エンジン電子制御装置の構造・機能及び故障診断・新機構　等

2．受 講 料　8,000 円（教材費等、税込み）

3．実施予定（現在調整中）
①四輪コース

対象ブロック 実施予定 実施場所
八王子・多摩 6月～8月 東整振　多摩支所　国立市北3－29－8

練　馬 8月～9月
教育会館　渋谷区本町4－16－4足　立 10月～11月

品　川 12月～25年1月
※　対象ブロックの実施予定でご都合が悪い場合はご相談ください。

②二輪コース
対象ブロック 実施予定 実施場所

品川、足立、練馬 10月中旬 教育会館　渋谷区本町4－16－4　　　
多摩、八王子 10月中旬 東整振　多摩支所　国立市北3－29－8

※各認定機関（ディーラー等）で受講されている方は認定機関からのご案内により受講してください。
※整備主任者技術研修（実習）のご案内です。これとは別に整備主任者研修（法令）を実施しますが、それぞれ別に

ご案内致しますのでご注意ください。

国土交通省では6月を「ディーゼル黒煙クリーン・キャンペーン」を実施しています。同省より、当会へ入
庫車両台数調査協力の要請がありました。会員の皆様におかれましては、ご協力を宜しくお願いいたします。
1．実施時期　　平成 24 年 6 月 1 日から 6 月 30 日までの 1 ヵ月間
2．整備事業場の実施内容

不正改造車排除の観点から入庫車両を点検して燃料噴射ポンプの封印のチェックを行い、6月30日ま
での結果を下記のチェック結果表に記入し、事業課あてFAX報告をお願いします。

整備事業者による入庫車点検結果表（ディーゼル車）
㈳東京都自動車整備振興会　事業部 行き

（FAX　03－5365－9224）
①燃料噴射ポンプの封印が開封されていた車両数 台

②封印されていた車両数 台

③点検を実施した車両数（電子制御式ガバナを除く）①+② 台

点検実施事業場の認証番号 　　1－
（平成24年6月1日～6月30日の期間中の台数）

国土交通省では、毎年7月を未認証事業者に対する「指導強化月間」としています。
未認証事業者に係る情報がございましたら東整振本部（03－5365－2312）または

各支所までご連絡くださいますよう、ご協力をお願いいたします。
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